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岩 手 県 野 球 協 会 規 約  

 

第１章 名称及び事務所 

第１条 本会は、岩手県野球協会と称する。 

第２条 本会の事務所は、会長が指定した県内市町村に置く。   

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、正しい野球の健全なる普及発展と会員相互の親密な連携協調を図ると

ともに、県民の体力とスポーツマンシップの涵養に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 県内軟式野球大会の主催及び後援 

(2) 軟式野球の普及発展に関する指導研究 

(3) 軟式野球の技術向上に関する指導研究 

(4) 野球審判の技術向上に関する指導研究 

(5) 公認野球規則及び競技者必携の普及徹底に関する事業 

(6) その他目的を達成するために必要な事業 

第３章 会員及び組織                 

第５条 本会の会員は、本会の目的、事業に賛同し本会に登録する、一般会員及びチー

ム会員とし、他の軟式野球団体に加盟しても、公益財団法人日本スポーツ協会の制定

するスポーツ憲章及び公益財団法人全日本軟式野球連盟の競技者規定を遵守する者

は、積極的に加盟を認めるものとする。 

第６条 本会は、加盟団体及び加盟会員をもって組織する。 

２ 本会は、郡市ごとに郡市野球協会を、市町村に市町村野球協会を設ける。 

３ 郡市野球協会及び市町村野球協会は、その地域内の会員をもって組織する。 

４ 郡市野球協会及び市町村野球協会は、この規約に準拠し、当該郡市及び市町村野球

協会規約等を定めなければならない。 

５ 本会は、各種県大会の円滑な運営等を図るため、郡市野球協会ブロック支部を設け

る。 

６ 郡市野球協会ブロック支部は、登録チーム数、地域間の交通利便性等を総合的に勘

案し、県内８ブロックとする。 

第４章 評議員 

第７条 本会に評議員を置き、その任期は２年とする。 

第８条 評議員は、市町村野球協会等から１名を選出し、本会に報告する。 

２ 任期満了前の評議員に交代等の事由が生じたときは、市町村野球協会等は速やかに

後任の評議員を選出し、本会に報告する。 

３ 前項により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５章 評議員会 

第９条 評議員会は、評議員をもって構成し、次の事項について審議決定する。 

(1) 事業報告及び決算に関すること。 

(2) 事業計画及び予算に関すること。 
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(3) 規約、規程及び細則等の制定及び改廃に関すること。 

(4) 規約で定める役員の選任に関すること。 

(5) その他会長が必要と認める重要な事項に関すること。 

第１０条 評議員会は、毎年１回定期に会長が招集し、議長は、評議員の互選による。 

２ 評議員会は、評議員定数の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

３ 評議員会に出席できない評議員は、代理人を出席させることができる。この場合、

代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。 

４ 評議員会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

第６章 役 員 

第１１条 本会に、次の役員を置く。                    

(1) 会  長   １ 名 

(2) 副 会 長   若干名     

(3) ブロック長   ８ 名       

(4) 理 事 長   １ 名     

(5) 副理事長   ２ 名     

(6) 常任理事   若干名 

(7) 理  事   若干名   

(8) 監  事   ２ 名 

第１２条 会長及び副会長は、評議員会で選任する。 

２ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代理す

る。 

第１２条の２ ブロック長は、郡市野球協会ブロック支部から各１名推薦し、会長が委

嘱する。  

２ ブロック長は、ブロック内会務を統括するとともに、会長及び副会長を補佐する。 

第１３条 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。       

２ 理事長は、会長の命を受け、会務を履行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 常任理事は、理事長を補佐し、会務を執行する。 

第１４条 理事は、郡市野球協会ブロック支部から各２名推薦し、会長が委嘱する。 

２ 前項に規定する理事に交代等の事由が生じたときは、担当郡市野球協会ブロック支

部では後任者について、速やかに推薦し、会長が委嘱する。 

３ 会長は、必要と認めたときは、理事を若干名指名委嘱することができる。 

４ 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 

第１５条 監事は、評議員会で選任する。 

２ 監事は、会務及び会計を監査する。 

第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
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２ 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

３ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

    第７章 名誉会長、顧問及び参与 

第１７条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 名誉会長、顧問及び参与は、本会の目的、事業に賛同する者の中から、理事会に諮

って会長が委嘱する。 

３ 名誉会長、顧問及び参与は、必要に応じ、助言することができる。 

第８章 会 議 

第１８条 本会の会議は、理事会及び常任理事会とする。 

第１９条 理事会及び常任理事会は、会長又は理事長が必要に応じ招集し、その議長と

なる。                   

２ 理事会及び常任理事会で審議決定する事項は、次のとおりとする。 

 (1) 評議員会への提案事項に関すること。 

 (2) 内規及び基準等の制定及び改廃に関すること。 

 (3) その他会長が必要と認めた事項に関すること。 

３ 緊急を要する事項で、評議員会に諮るいとまがないときは、理事会が代行すること

ができる。この場合、次の評議員会で承認を得るものとする。   

４ 第 10 条第２項及び第４項の規定は、理事会及び常任理事会にこれを準用する。こ

の場合、同条同項中「評議員会」とあるのは、「理事会及び常任理事会」と読み替える

ものとする。 

第９章 専門委員会 

第２０条 本会の円滑な事業遂行のため、次の専門委員会を置く。 

 (1) 企画事業運営委員会 

(2) 審判技術委員会 

(3) 強化対策委員会 

(4)  広報記録委員会 

(5)  表彰審査委員会 

 (6)  放送委員会 

２ 専門委員会の委員は、役員又は野球の識見を有する者の中から、理事会に諮って会

長が委嘱する。 

３ 専門委員会委員の任期は２年とする。 

４ 専門委員会の構成及び運営並びに所掌事項は、別に定める。 

第２１条 専門委員会は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。 

第１０章 会 計 

第２２条 本会の経費は、補助金、登録料、事業収入、寄付金及びその他の収入をもっ

て充てる。 

第２３条 本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、同年１２月３１日に終わる。 

第１１章 事務局 

第２４条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長及び事務局員を置き、会長が任命する。 
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３ 事務局長は、会長の命を受け事務を処理する。 

第１２章 加盟する団体   . 

第２５条 本会は、公益財団法人全日本軟式野球連盟に加盟する。 

第２６条 本会は、東北軟式野球連盟に加盟する。 

第２７条 本会は、公益財団法人岩手県スポーツ協会に加盟する。 

    第１３章 補 則 

第２８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成１４年３月１６日から施行する。 

２ 現に役員に就任している者の任期は、第１４条の規定にかかわらず、現行の任期と

する。 

３ この規約施行の際、現に存する郡市野球協会で、規約施行日以後に市町村合併が行

われた場合の当該郡市野球協会の取り扱いについては、当該郡市野球協会から合併前

の郡市野球協会への継続加入の届け出があったときは、同一性をもって当分の間、こ

の規約の相当規定による郡市野球協会とみなす。  

改正の沿革 

（昭和２４年１月１日岩手県野球協会規約施行） 

   （昭和３２年２月１６日    一部改正） 

   （昭和４１年２月１２日    一部改正） 

   （昭和４８年３月 ３日    一部改正） 

   （昭和６３年２月２６日    一部改正） 

   （平成 ６年２月２８日    一部改正） 

   （平成１３年３月 ３日    一部改正） 

   （平成１４年３月１６日    全部改正） 

   （平成１５年３月１６日    一部改正） 

   （平成１７年２月２７日    一部改正） 

   （平成２１年３月 １日    一部改正） 

   （平成２４年２月２６日     一部改正） 

   （平成２６年３月 ２日    一部改正） 

   （平成２７年３月 １日    一部改正） 

（平成３０年３月 ４日    一部改正） 

（平成３１年２月２４日     一部改正） 

（令和 ３年２月２８日    一部改正） 

  （令和 ４年３月 ６日    一部改正） 

  （令和 ７年３月 １日    一部改正） 

（令和 ８年３月 ７日    一部改正）  


